
夏夏夏への備え

暑くなる前暑くなる前暑くなる前 から
できること

l健康課保健サービス係☎042・477・0022　熱中症とは、高温多湿な環境にうまく適応できないことで急激に生じ
るさまざまな症状の総称です。本格的に暑くなる前に、体を暑さに慣れ
させることを「暑熱順化」といいます。この時期から汗をかく練習をして
いると、「暑熱順化」がすすみ、熱中症になりにくくなります。 市n

熱中症の症状と対処法熱中症の症状と対処法

予防方法予防方法  

軽症
▼立ちくらみ
▼大量の発汗
▼筋肉痛

▼�涼しい場所へ避難し、服を
ゆるめ、からだを冷やす
▼水分・塩分を補給する

中等症
▼頭痛
▼吐き気
▼嘔吐

軽症の処置を続けながら、医
療機関を受診する

重症 ▼意識障害
▼けいれん

意識がない時はすぐに救急車
を呼ぶ

■こども
　体温調節機能が十分に発達してお
らず、背が低く、地表からの熱の影
響も受けやすいので、お子さんの様
子を十分に観察しましょう。また、
短時間であってもこどもを車内に残
して離れてはいけません。

■高齢者
　熱中症患者の約半数は６５歳以上の高齢者です。
高齢者は、体内の水分量の減少や体温調節機能
の低下などのさまざまな理由から、熱中症にな
りやすいことが知られています。屋内でも、の
どの渇きを感じなくても、こまめに水分補給し
ましょう。また、周りの方が体調を気にかけ、
熱中症予防の声をかけ合いましょう。

レベル 症状 対処法

▼▼�日常生活の中で、運動や入浴を
することで、汗をかき、体を暑
さに慣れさせましょう

▼▼�エアコンのフィルター掃除をし
ましょう

▼▼�グリーンカーテン（ツル性の植
物を窓の外に這わせること）の
準備をしましょう

▼▼�暑さを避ける（エアコンを使用、グリーンカーテ
ンなどを利用、日傘や帽子の利用）
▼▼�こまめに水分補給する（大量に汗をかいたときは、
適切な塩分補給が大切）
▼▼バランスの良い食事、朝食を欠かさない
▼▼しっかりとした睡眠（寝具の工夫）
▼▼�クーリングシェルター・クーリングシェアスポッ
トの活用（ ２面参照）

本格的に本格的に
暑くなる前に暑くなる前に 暑さが厳しくなったら暑さが厳しくなったら

こどもと高齢者は特に注意が必要ですこどもと高齢者は特に注意が必要ですこどもと高齢者は特に注意が必要ですこどもと高齢者は特に注意が必要です

今号の主な内容

No. 1373

令和7年
（2025年）

5／15 号
・「ごみゼロデー」市内一斉清掃を実施します！…… 5面

・ 7年度木造住宅耐震助成制度のお知らせ………… 5面

・指定管理者を募集します…………………………… 5面

・わくわく健康づくりスタンプラリー……………… 8面

みんないきいき　活力あふれる　湧水のまち
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暑さ暑さをを
しのぎましょうしのぎましょう

熱中症特別警戒情報熱中症特別警戒情報

クールシェアスポットクールシェアスポット
クーリングシェルタークーリングシェルター

メール配信サービスもご活用ください
　市の防災防犯情報サービス「安心くるめーる」では熱中症警戒アラート
等の情報を提供しています。また、都の熱中症対策ポータルサイト・環
境省熱中症警戒アラート等メール配信サービスも併せてご活用ください。 市n

（安心くるめーる）
都熱中症対策
ポータルサイト

環境省熱中症警戒
アラート等配信サービス

　冷房施設のある16箇所の公共施設と ２ 箇所の民間施設を
「クーリングシェルター（指定暑熱避難施設）」として指定し、
熱中症特別警戒情報が発表された場合に暑さをしのぐ場所と
して開放します。
i施設の休館日や施設修繕等で臨
時休館となる場合には、熱中症特別
警戒情報が発表された場合でも開
放できません

クールシェアスポットクールシェアスポット

公共施設
施設名 所在地 施設名 所在地

１ 東久留米市役所
（１階・２階ロビー） 本町３−３−１ ９ さいわい福祉センター 幸町３−９−２８

２ 西部地域センター 滝山４−１−１０ １０ わくわく健康プラザ 滝山４−３−１４
３ 南部地域センター ひばりが丘団地１８５ １１ 中央児童館 中央町１−１０−１１
４ 東部地域センター 大門町２−１０−５ １２ 子どもセンターひばり ひばりが丘団地８−１１
５ 上の原連絡所 上の原１−４−１１−１０５ １３ 子どもセンターあおぞら 前沢４−２５−８
６ 野火止地区センター 野火止２−１−８３ １４ 生涯学習センター 中央町２−６−２３

７ 南町地区センター 南町３−９−４５ １５ 東京ドームスポーツセ
ンター東久留米 大門町２−１４−３７

８ 中央町地区センター 中央町６−１−１ １６ 中央図書館 中央町２−６−２３

民間施設
施設名 所在地　 開放日時

イオンモール東久留米 南沢5−１７−６２ 月曜日～日曜日、午前１０時～午後９時
サンドラッグ滝山団地店 滝山4−1−40　1F 月曜日～日曜日、午前９時～午後８時

クーリングシェルタークーリングシェルター

　新たに市内の郵便局12箇所を
「TOKYOクールシェアスポット」と
して指定し、涼をとれる場所として
開放しています。

郵便局名 所在地 開放日時

１ 東久留米 中央町1−1−44 月曜日～金曜日、午前９時～午後７時
土曜日、午前９時～午後３時

２ 東久留米下里 下里3−17−11

月曜日～金曜日、午前９時～午後５時

３ 東久留米本村 下里1−11−11
４ 東久留米南沢五 南沢5−18−48
５ 東久留米団地内 上の原1−4−11−101
６ 東久留米前沢 前沢3−7−9
７ 東久留米滝山 滝山4−1−22
８ 東久留米中央町 中央町5−9−24
９ 東久留米本町 本町1−2−22
１０ 東久留米大門 大門町2−6−5
１１ 東久留米小山 小山5−2−26
12 東久留米学園町 学園町2−1−24

l環境政策課☎042・470・7753

6 月 の 無 料 相 談6 月 の 無 料 相 談
相談内容 相談日 時間 相談員 場所 問い合わせ先

耐震相談 １３日㈮ 午後 ２時～
４時半

東久留米建築
設計協会会員

市役所 １階
屋内ひろば

施設建設課
☎０４２・４７０・７７５６

教育相談
※�電話相談
も可

火曜〜
土曜日

午前１０時〜
午後 ５時
（滝山のみ水
曜日は ６時ま
で）

教育相談員

中央相談室
（成美教育文
化会館内教育
センター）

中央相談室
☎０４２・４７３・３６６７

月曜〜
金曜日

滝山相談室
（西部地域セ
ンター内）

滝山相談室
☎０４２・４７５・８９０９

母子・父子
相談 開庁日 午前 ８時半〜

午後 ５時
母子・父子
自立支援員

市役所 ２階
児童青少年課

児童青少年課
☎０４２・４７０・７７３６

知的障害者
相談 １１日㈬ 午前１０時～

正午
知的障害者相
談員

市役所 １階
相談室

前月末までに障害
福祉課
☎０４２・４７０・７７４７
o０４２・４７５・８１８１

心身障害者
（児）相談 平日

午前 ９時〜
午後 ５時

さいわい福祉
センター
支援員

さいわい福祉
センター

さいわい福祉セン
ター
☎０４２・４７７・２７１１

職業相談 開庁日 ハローワーク
三鷹職員

市役所 ２階
ワークコーナー

直接会場で
住宅増改築
相談 １２日㈭ 午前１０時〜

正午、午後 １
時〜 ４時

市住宅増改築
等斡旋事業登
録団体協議会

市役所 １階
屋内ひろば

消費者相談 平日 消費生活相談
員

市役所 ２階
生活文化課

市消費者センター
☎０４２・４７３・４５０５

行政相談 ６ 月は実施しません（次回 ７月 ９日㈬実施予定） 生活文化課
☎０４２・４７０・７７３８

生活困窮者
自立相談 開庁日 午前 ９時〜

午後 ４時 相談支援員 市役所 １階
福祉総務課

福祉総務課
☎０４２・４７０・７７４１

相談内容（定員） 相談日 時間 相談員 予約開始日時 場所 問い合わせ先

法律相談（各日 ８人）

４ 日㈬

午前１０時から 弁護士
５月２９日㈭

市役所 ２階
相談室

各予約開始日の午
前 ８時半から電話
で生活文化課
☎０４２・４７０・７７３８

１１日㈬
１８日㈬

６月１２日㈭
２５日㈬

不動産・相続・会社
の登記等相談（ ５人）

４ 日㈬
午後 １時から 司法書士

５月２７日㈫
表示登記・土地の境
界等登記相談（ ４人） 午前１０時から 土地家屋

調査士
相続・遺言・成年後
見等手続き相談
（ ５人）

１１日㈬
午後 １時から

行政書士 ６月 ５日㈭

税務相談（ ５人）
１８日㈬

税理士 ６月１０日㈫
人権・身の上相談
（ ４人）

午後 １時半か
ら

人権擁護委
員 ６月１２日㈭

不動産取引相談
（ ５人） ５ 日㈭

午後 １時から
宅地建物
取引士 ５月２９日㈭

交通事故相談（ ５人）

２５日㈬

弁護士

６月１９日㈭年金・労災・雇用・
保険・人事管理等相
談（ ４人）

午前１０時から 社会保険
労務士

女性の悩みごと相談
（各日 ４人）

２ 日㈪

午前１０時〜
午後 ７時

女性カウン
セラー

５月２１日㈬
各予約開始日の午
前 ９時から電話で
男女平等推進セン
ター
☎０４２・４７2・0061

９ 日㈪
１６日㈪

６月 ４日㈬
２３日㈪

女性弁護士による法
律相談（ ４人） ６ 日㈮ 午前 ９時半〜

午後 ０時半 女性弁護士 ５月２３日㈮

経営相談 平日 午前１０時半〜
午後 ４時半

市商工会
経営指導員

前日まで予
約可 市商工会館 市商工会

☎０４２・４７１・７５７７

発表時は発表時は
で

このマークが
目印

クーリングシェルター（指定暑熱避難施設）　一覧表

クールシェアスポット　一覧表
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利
用
料
金
を
支
払
う
際
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い（
国
民
健
康
保

険
被
保
険
の
加
入
者
と
判
断
で

き
る
も
の
の
提
示
が
必
要
で

す
）。
同
割
引
利
用
券
は
、
保

険
年
金
課（
市
役
所
１
階
）、
上

の
原
・
ひ
ば
り
が
丘
・
滝
山
の

各
連
絡
所
で
配
付
し
て
い
ま
す

l
同
課
国
民
健
康
保
険
係
☎
０４２

・
４
７
０
・
７
７
３
３

こ
ど
も

と
教
育

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト 

・
セ
ン
タ
ー
か
ら
の 

お
知
ら
せ

◎
セ
ン
タ
ー
の
ご
案
内

　
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
は
、
お
子
さ
ん
を
預

け
た
い
人（
フ
ァ
ミ
リ
ー
会
員
）、

協
力
し
た
い
人（
サ
ポ
ー
ト
会

員
）か
ら
な
る
有
償
の
相
互
援

助
活
動
で
す
。
い
ず
れ
の
会
員

も
入
会
申
し
込
み（
会
員
登
録
）

が
必
要
で
す
。
ま
ず
は
事
業
説

明
会
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

◎
フ
ァ
ミ
リ
ー
会
員

　
幼
稚
園
行
事
な
ど
で
お
子
さ

ん
を
連
れ
て
い
け
な
い
時
、
買

い
物
や
外
出
時
に
預
け
た
い
時
、

残
業
な
ど
で
保
育
園
や
学
童
の

お
迎
え
が
間
に
合
わ
な
い
時
な

ど
に
地
域
の
協
力
者
が
お
手
伝

い
し
ま
す
。

利
用
料
金
▼
平
日
お
よ
び
土
曜

日
の
午
前
９
時
～
午
後
５
時
＝

１
時
間
当
た
り
７
０
０
円
▼
平

日
お
よ
び
土
曜
日
の
午
前
９
時

～
午
後
５
時
以
外
の
時
間
＝
１

時
間
当
た
り
９
０
０
円
▼
日
曜

日
、
祝
日
、
年
末
年
始
＝
１
時

間
当
た
り
９
０
０
円

　
※
前
日
ま
で
の
キ
ャ
ン
セ
ル

は
無
料
。
当
日
キ
ャ
ン
セ
ル
は

依
頼
し
た
時
間（
利
用
時
間
）の

半
額
に
な
り
ま
す
。

◎
サ
ポ
ー
ト
会
員

　
お
子
さ
ん
の
預
か
り
や
送
迎

を
お
手
伝
い
す
る
有
償
の
援
助

活
動
で
す
。
週
１
回
な
ど
、
空

い
た
時
間
で
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

サ
ポ
ー
ト
会
員
は
入
会
後
、
６

月
に
実
施
す
る
講
習
会
の
受
講

（
修
了
）に
よ
り
登
録
と
な
り
、

そ
の
後
活
動
を
紹
介
し
ま
す
。

◎
フ
ァ
ミ
サ
ポ
カ
フ
ェ

　
地
域
の
子
育
て
を
支
援
を
利

用
し
た
い
人
・
手
伝
い
た
い
人

の
交
流
カ
フ
ェ
で
す
。

a
６
月
１９
日
㈭
午
前
１０
時
～
正

午（
時
間
内
出
入
り
自
由
）

b
市
民
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル（
市
役

所
１
階
）

c
保
育
付
き
カ
フ
ェ
、 

事
業
説

明
会（
予
約
不
要
）な
ど
。
詳
細

は
、
市
社

会
福
祉
協

議
会
n
で

h
入
会
希

望
者
は
、

顔
写
真
・

本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許
証

な
ど
）

k
l
電
話
ま
た
は
直
接
同
セ
ン

タ
ー
☎
０４２
・
４
７
５
・
３
２
９

４
へ

高
齢
者

・
福
祉

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

わ
か
く
さ
学
園 

７
年
度
入
園
児
追
加
募
集

申
込
期
間
５
月
１９
日
㈪
か
ら

　
※
入
園
児
が
決
ま
り
次
第
終

了
し
ま
す
。

対
象
児
心
身
に
障
害
や
発
達
に

遅
れ
を
有
す
る
就
学
前（
６
歳

未
満
）の
児
童

募
集
人
数
１
人

　
※
申
請
の
あ
っ
た
順
に
審
査

会
を
行
い
入
園
の
可
否
を
決
定

し
ま
す
。

申
込
方
法
所
定
の
入
園
申
請
書

（
わ
か
く
さ
学
園
に
て
配
布
）に

必
要
事
項
を
記
載
の
上
、
直
接

わ
か
く
さ
学
園
へ	

l
同
学
園
☎
０４２
・
４
６
７
・
３

２
７
５認

知
症
サ
ポ
ー
タ
ー 

養
成
講
座

　
認
知
症
は
誰
で
も
か
か
る
可

能
性
の
あ
る
病
気
で
す
。
た
と

え
認
知
症
に
な
っ
て
も
、
地
域

の
サ
ポ
ー
ト
が
あ
れ
ば
、
住
み

慣
れ
た
地
域
で
暮
ら
す
こ
と
が

で
き
ま
す
。
認
知
症
を
正
し
く

理
解
し
、
認
知
症
の
あ
る
方
や

ご
家
族
を
あ
た
た
か
い
目
で
見

守
る「
応
援
者
」と
し
て
認
知
症

サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
を
受
講

し
ま
せ
ん
か
。
認
知
症
の
予
防

方
法
も
一
緒
に
学
び
ま
す
。

a
６
月
１４
日
㈯
午
前
１０
時
～
１１

時
半（
９
時
半
か
ら
受
け
付
け
）

b
東
部
地
域
セ
ン
タ
ー
講
習
室

c
認
知
症
の
正
し
い
理
解
や
接

し
方
、
サ
ポ
ー
タ
ー
と
し
て
で

き
る
こ
と
な
ど

e
市
内
在
住
・
在
勤
で
認
知
症

サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
を
受
講

し
た
こ
と
が
な
い
方

f
先
着
４０
人

j
▼
受
講
修
了
者
に
は
、「
認
知

症
サ
ポ
ー
タ
ー
カ
ー
ド
」を
進

呈
▼
東
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
主
催

k
５
月
１５
日
㈭
～
６
月
６
日
㈮

に（
日
曜
日
を
除
く
）、
電
話
で

東
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

へ
。
手
話
通
訳
が
必
要
な
方
は

住
所
・
氏
名
・
生
年
月
日
・
o

番
号
を
記
入
の
上
、
o
で
送
信

をl
同
セ
ン
タ
ー
☎
０４２
・
４
７
３

・
９
９
９
６
、
o
０４２
・
４
７
０

・
８
０
２
４

認
知
症
介
護
者
家
族
会

　
認
知
症
の
あ
る
方
を
介
護
す

る
ご
家
族
の
方
、
一
人
で
介
護

の
悩
み
を
か
か
え
て
い
ま
せ
ん

か
。
日
々
の
こ
と
や
心
配
ご
と

な
ど
、
気
軽
に
話
し
、
ほ
っ
と

で
き
る
場
所
と
し
て
開
催
し
て

い
ま
す
。

　
６
月
は
東
部
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
主
催
で
す（
７
月
は

中
部
・
西
部
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
で
開
催
し
ま
す
）。
事

前
に
お
申
し
込
み
の
上
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

対
象
地
域
上
の
原
・
神
宝
町
・

金
山
町
・
氷
川
台
・
大
門
町
・

東
本
町
・
新
川
町
・
浅
間
町
・

小
山

a
b
６
月
１７
日
㈫
午
後
１
時
１５

分
～
２
時
半
。
東
部
地
域
セ
ン

タ
ー
会
議
室
２

k
l
東
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
☎
０４２
・
４
２
８
・
７
７
８

８
ま
た
は
☎
０４２
・
４
７
３
・
９

９
９
６
へ

市

民

生

活

６月２日㈪納期限６月２日㈪納期限
納期内納付にご協力ください。
l納税課☎︎042・470・7729

固定資産税・
都市計画税 第１期

軽自動車税
（種別割） 全期

７
年
度
軽
自
動
車
税

（
種
別
割
）の
減
免

　
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）は
、

申
請
に
よ
り
減
免
さ
れ
る
制
度

が
あ
り
ま
す
。
減
免
要
件
や
申

請
に
必
要
な
書
類
な
ど
は
、
納

税
通
知
書（
５
月
２
日
発
送
）に

同
封
さ
れ
て
い
る
お
知
ら
せ
や

市
n
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
課

税
課
市
民
税
係
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
前
年
度
に
減
免
を
受

け
て
い
る
方
で
、「
減
免
軽
自
動

車
の
使
用
実

態
に
係
る
報

告
書
」を
４

月
１
日
ま
で

に
提
出
さ
れ

た
方
は
、
改
め
て
申
請
の
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん（
使
用
実
態
に

変
更
が
あ
っ
た
方
は
申
請
が
必

要
で
す
）。

l
同
係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７

７
７（
内
線
２
３
３
１
・
２
３

３
２
）元

気
回
復
施
設
を 

ご
利
用
く
だ
さ
い

　
市
で
は
、
市
内
の
銭
湯（
源

の
湯
、
第
二
喜
多
の
湯
）と
契

約
を
結
び
、
利
用
料
金
の
一
部

（
年
５
回
を
限
度
）を
補
助
し
て

い
ま
す
。

e
国
民
健
康
保
険
ま
た
は
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
の
加
入
者

k
利
用
券
の
交
付
は
、
本
人
確

認
書
類
を
持
参
し
て
保
険
年
金

課（
市
役
所
１
階
）で
手
続
き
を

l
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
は

同
課
国
民
健
康
保
険
係
☎
０４２
・

４
７
０
・
７
７
３
３
、
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
の
加
入
者
は
同

課
高
齢
者
医
療
係
☎
０４２
・
４
７

０
・
７
８
４
６

国
民
健
康
保
険 

温
泉
セ
ン
タ
ー
の 

割
引
利
用
券
の
配
布

　
東
京
都
国
民
健
康
保
険
団
体

連
合
会
で
は
、
契
約
温
泉
施
設

「
国
保
温
泉
セ
ン
タ
ー
」の
利
用

料
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

施
設
名
な
ど
左
表
の
通
り

e
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者

利
用
方
法「
国
保
温
泉
セ
ン
タ

ー
割
引
利
用
券
」に
必
要
事
項

を
記
入
の
上
、
同
セ
ン
タ
ー
で

表　国保温泉センターの一覧
施設名 所在地 電話番号 割引額

檜原温泉センター
数馬の湯 西多摩郡檜原村２４３０ ０４２・５９８・６７８９

大 人 入館料金より２５０円割引
小学生 入館料金より２００円割引奥多摩温泉

もえぎの湯
西多摩郡奥多摩町氷川
１１９−１ ０４２８・８２・７７７０

秋川渓谷
瀬音の湯 あきる野市乙津５６５ ０４２・５９５・２６１４ 大 人 入館料金より２００円割引

小学生 入館料金より２００円割引
生涯青春の湯
つるつる温泉

西多摩郡日の出町
大久野４７１８ ０４２・５９７・１１２６ 大 人 入館料金より２００円割引

小学生 入館料金より１００円割引
※営業日時は、直接各施設にご確認ください。

手話通訳等派遣制度・遠隔手話通訳等サービスをご利用ください手話通訳等派遣制度・遠隔手話通訳等サービスをご利用ください

手話通訳等派遣制度
　聴覚または言語に障害がある方（聴
覚障害者等）が、社会生活上のコミュ
ニケーションを円滑に行うために、手
話通訳者・要約筆記者を派遣する制度
です。
e市内在住の、聴覚および言語障害の
ためコミュニケーションが困難な方
g社会生活上必要な派遣（公的機関への申請・届出等、
通院、学校関係の保護者会、就職面接など）は無料
※�民間主催の資格取得講座や趣味などの有料講座など

への派遣は一部利用負担あり。遠方の派遣場所まで
の交通費や参加費が必要な場合、手話通訳者等に係
る費用の負担をお願いする場合があります。

k電話リレーサービス・oまたはmで障害福祉課地域
支援係へ
　※�初めて利用される方は、確認事項がありますので、事前

にご相談ください。

遠隔手話通訳等サービス
　来庁者（聴覚または言語に障害のあ
る方）が手続きを行う際に、タブレッ
ト端末を利用して手話通訳者とビデ
オ通話ができる遠隔手話通訳サービ
スを実施しています。タブレット端末
では、遠隔手話通訳以外に、外国語翻
訳・音声言語の文字化サービスもご利用できます。
利用時間平日午前 ８ 時半～午後 ５ 時
設置場所障害福祉課窓口（市役所 １ 階）
　障害福祉課以外の窓口でもご利用可能ですので、ご
利用される窓口で
お申し出ください。
職員がタブレット
端末を操作します。
　※�長時間のご利用は

できません。

市n
（手話通訳等

派遣制度）

l障害福祉課地域支援係☎０４２・４７０・７７４７、o０４２・４７５・８１８１、m（shogaifukushi@city.higashikurume.lg.jp）

遠隔手話通訳のイメージ

　市では、次の手話通訳等サービスを実施しています。いずれもサービスの詳細は市nをご覧ください。

市n

市社会福祉協議会n

市n
（遠隔手話通訳等

サービス）
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高齢者・福祉市民生活 こどもと教育



住
環
境

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
全
国
一
斉

情
報
伝
達
試
験

　
Ｊ
ア
ラ
ー
ト（
全
国
瞬
時
警

報
シ
ス
テ
ム
）の
全
国
一
斉
情

報
伝
達
試
験
が
次
の
日
時
に
行

わ
れ
ま
す
。

a
５
月
２８
日
㈬
午
前
１１
時
頃

c
防
災
行
政
無
線
か
ら「
こ
れ

は
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
試
験
で
す
」

と
の
試
験
放
送
が
流
れ
ま
す

i
災
害
の
発
生
な
ど
に
よ
り
、

中
止
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

l
防
災
防
犯
課
☎
０４２
・
４
７
０

・
７
７
６
９

第
７４
回
は
た
ら
く
消
防

の
写
生
会

　
「
は
た
ら
く
消
防
の
写
生
会
」

は
、「
消
防
隊
員
、
消
防
車
両
等

の
写
生
画
」を
通
じ
て
、
小
中

学
生
の
皆
さ
ん
に
、
消
防
の
仕

事
へ
の
関
心
と
防
火
・
防
災
意

識
を
高
め
て
い
た
だ
く
こ
と
を

目
的
と
し
て
東
京
消
防
庁
が
毎

年
５
月
頃
に
実
施
し
て
い
る
行

事
で
す
。

　
こ
の
行
事
は
、
今
年
で
７４
回

目
で
、
消
防
団
に
も
協
力
を
得

て
実
施
し
て
い
ま
す
。
今
回
は

市
内
１１
の
小
中
学
校
で
参
加
が

あ
り
、
多
く
の
こ
ど
も
た
ち
が

真
剣
な
表
情
で
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。
写
生

会
の
様
子
は

東
久
留
米
消

防
署
n
か
ら

ご
覧
く
だ
さ

い
。

l
東
久
留
米
消
防
署
防
火
査
察

係
広
報
担
当
☎
０４２
・
４
７
１
・

０
１
１
９（
内
線
５
２
０
）

お
知
ら
せ

「
市
民
参
加
・
情
報
提

供
の
指
針
」の
改
訂

　
市
で
は
、
平
成
２９
年
１０
月
に

策
定
し
た「
市
民
参
加
・
情
報

提
供
の
指
針
」に
基
づ
き
、
市

民
と
行
政
が
と
も
に
進
め
る
ま

ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
ま
い
り

ま
し
た
。
指
針
の
策
定
か
ら
約

７
年
が
経
過
す
る
中
、
急
速
な

デ
ジ
タ
ル
化
の
進
展
に
よ
っ
て

働
き
方
や
暮
ら
し
方
の
意
識
が

変
化
す
る
と
と
も
に
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
法
も
多
様
化

し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
社

会
背
景
を
踏
ま
え
、
情
報
発
信

の
在
り
方
を
見
直
し
、
よ
り
幅

広
い
方
々
か
ら
の
意
見
収
集
に

向
け
て
、
市
民
参
加
・
情
報
提

供
の
指
針
を
令
和
７
年
４
月
に

改
訂
し
ま
し
た
。
今
後
は
、
改

訂
し
た
指
針
に
基
づ
き
、
市
民

参
加
の
さ
ら
な
る
推
進
に
努
め

て
ま
い
り
ま
す
。

閲
覧
場
所
市
n
、
市
政
情
報
コ

ー
ナ
ー（
市
役
所
１
階
）、
中
央

・
滝
山
・
東
部
・
ひ
ば
り
が
丘

の
各
図
書
館
で
ご
覧
い
た
だ
け

ま
す（
た
だ
し
、
各
施
設
の
閉

庁
日
・
休
館
日
を
除
く
）

l
企
画
調
整
課
☎
042
・
４
７
０

・
７
７
０
２

市n

都
営
住
宅（
東
久
留
米

市
地
元
割
当
）の
入
居

者
募
集

　
５
月
２１
日
㈬
か
ら
都
営
住
宅

の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。

種
類
・
対
象
家
族
向
け（
２
人

以
上
）▼
大
門
町
二
丁
目（
大
門

町
２

−

１０
ほ
か
）＝
１
戸（
３
Ｄ

Ｋ
）▼
八
幡
町
一
丁
目（
八
幡
町

１

−

２
）＝
１
戸（
３
Ｄ
Ｋ
・
４

Ｄ
Ｋ
）、家
族
向
け（
３
人
以
上
）

▼
柳
窪
一
丁
目（
柳
窪
１

−

９
）

＝
１
戸（
３
Ｄ
Ｋ
）

　
※
今
回
、
単
身
者
向
け
の
募

集
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

申
込
資
格
申
込
者
が
市
内
に
居

住
し
て
い
る
こ
と
、
所
得
が
一

定
の
基
準
内
で
あ
る
こ
と
な
ど

　
※
７
年
５
月
上
旬
に
実
施
さ

れ
た
都
の
定
期
募
集
に
申
し
込

み
し
て
い
る
場
合
で
も
、
併
せ

て
申
し
込
み
可
能
で
す
が
、
両

方
に
当
選
し
た
場
合
に
は
、
ど

ち
ら
か
一
方
を
辞
退
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

案
内
配
布
期
間
・
場
所
５
月
２１

日
㈬
～
６
月
４
日
㈬（
閉
庁
日

時
を
除
く
）に
、
都
市
計
画
課

（
市
役
所
５
階
）、
上
の
原
・
ひ

ば
り
が
丘
・
滝
山
の
各
連
絡
所
、

東
部
地
域
セ
ン
タ
ー
で

申
込
方
法
・
期
限
６
月
４
日
㈬

ま
で
に（
消
印
有
効
）、
募
集
案

内
に
同
封
の
申
込
書
・
申
込
封

筒
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

郵
送
、
ま
た
は
同
課
へ
持
参
を

j
詳
細
は
募
集
案
内
を
ご
確
認

く
だ
さ
い

l
同
課
計
画
調
整
担
当
☎
０４２
・

４
７
０
・
７
７
６
２

善
行
な
ど
を
さ
れ
た
方

を
ご
推
薦
く
だ
さ
い

　
市
で
は
、
毎
年
１０
月
に
表
彰

式
典
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
式

典
で
は
、
市
の
公
益
の
増
進
や

文
化
の
向
上
に
功
労
の
あ
っ
た

方
や
、
市
民
の
模
範
と
し
て
ふ

さ
わ
し
い
方
に
、
市
表
彰
規
則

に
基
づ
い
て
表
彰
状
・
感
謝
状

の
贈
呈
を
行
い
ま
す
。
皆
さ
ん

の
身
近
に
、
善
行
な
ど
で
市
民

の
模
範
と
な
る
方
や
団
体
が
あ

り
ま
し
た
ら
、
推
薦
し
て
く
だ

さ
い
。

推
薦
対
象
の
一
例
▼
５
年
以
上

続
け
て
環
境
美
化
活
動
や
慈
善

行
為
を
し
て
い
る
方
や
団
体
▼

自
己
の
危
険
も
顧
み
ず
、
人
命

を
救
助
し
た
方
や
団
体

推
薦
方
法
５
月
２７
日
㈫
ま
で
に

（
必
着
）、
題
名
を「
表
彰
推
薦
」

と
明
記
し
て
、
表
彰
候
補
者
の

住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
・
善

行
の
内
容
と
、
推
薦
す
る
方
の

住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号（
詳

し
い
内
容
の
確
認
に
必
要
）を

記
入
の
上
、
郵
送（
〒
２０３

−

８

５
５
５
、
市
役
所
秘
書
広
報
課

宛
て
）、
o（
０４２
・
４
７
０
・
７

８
０
４
）ま
た
は
m（hishoko 

ho@
city.higashikurum

e.
lg.jp

）で
提
出
を

l
同
課
秘
書
係
☎
０４２
・
４
７
０

・
７
７
１
２

主
催
者
賠
償
責
任
保
険

加
入
に
つ
い
て

　
市
で
は
、
社
会
教
育
活
動
を

実
施
す
る
際
に
、
主
催
者（
責

任
者
や
指
導
者
な
ど
）が
安
心

し
て
活
動
で
き
る
よ
う「
社
会

教
育
活
動
主
催
者
賠
償
責
任
保

険
制
度
」を
実
施
し
て
い
ま
す
。

補
償
対
象
▼
主
催
者
の
過
失
に

よ
り
生
じ
た
事
故
等
に
対
す
る

損
害
賠
償
▼
万
一
裁
判
に
な
っ

た
と
き
の
訴
訟
費
用

　
※
天
変
地
異
に
よ
る
事
故
な

ど
、
対
象
外
と
な
る
事
由
も
あ

り
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
市

文
化
協
会
n
か
ら
約
款
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。
な
お
、
こ
の
保

険
は
傷
害
保
険
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。

保
険
料
の
支
払
い
無
料（
掛
け

金
は
全
額
市
が
負
担
し
ま
す
）

加
入
対
象
半
数
以
上
が
市
内
在

住
・
在
勤
・
在
学
の
方
で
構
成

さ
れ
る
次
の
①
〜
⑤
の
活
動
を

行
う
団
体
の
責
任
者
な
ど

①
子
ど
も
会
②
ス
ポ
ー
ツ
③
社

会
教
育
④
社
会
奉
仕
⑤
青
少
年

健
全
育
成
等
活
動

補
償
内
容
▼
対
人
・
対
物
の
損

害
て
ん
補
限
度
額
＝
１
事
故
に

つ
き
２
億
円（
免
責
０
円
）▼
人

格
権
侵
害
て
ん
補
限
度
額
＝
１

事
故
に
つ
き
１
０
０
万
円（
免

責
１
０
０
０
円
）

保
険
期
間
７
月
１
日
㈫
午
後
４

時
〜
８
年
７
月
１
日
㈬
午
後
４

時k
６
月
２
日
㈪
〜
１６
日
㈪
の
午

前
９
時
〜
正
午
、
午
後
１
時
〜

５
時（
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
）

に
指
定
の
加

入
申
請
書

（
市
文
化
協

会
窓
口
で
配

布
ま
た
は
同

協
会
n
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
）・
団
体

の
会
則
ま
た

は
規
約
を
持
参
し
、同
協
会（
生

涯
学
習
セ
ン
タ
ー
内
）へ
提
出

をl
同
協
会
☎
０４２
・
４
７
７
・
４

７
０
０
、
ま
た
は
生
涯
学
習
課

☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
８
４

「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」

特
設
人
権
相
談

　
全
国
人
権
擁
護
委
員
会
連
合

会
で
は
、
人
権
擁
護
委
員
法
の

施
行
日
で
あ
る
６
月
１
日
を

「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」と
し
て

制
度
の
周
知
徹
底
と
人
権
思
想

の
普
及
向
上
を
図
る
こ
と
を
目

的
に
、
毎
年「
全
国
一
斉
特
設

人
権
相
談
」「
啓
発
活
動
」な
ど 同協会n市n

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
人
権
擁
護
委
員
と
は
、
基
本

的
人
権
を
擁
護
す
る
た
め
法
務

大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
人
で
す
。

日
常
生
活
で
人
か
ら
嫌
が
ら
せ

や
差
別
を
受
け
る
な
ど
、
人
権

を
侵
害
さ
れ
て
困
っ
た
時
は
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

a
６
月
４
日
㈬
午
後
１
時
半
～

４
時

b
市
役
所
１
階
屋
内
ひ
ろ
ば

f
先
着
５
人
程
度

g
無
料

k
当
日
会
場
で

l
生
活
文
化
課
☎
０４２
・
４
７
０

・
７
７
３
８

交
通
災
害
共
済「
ち
ょ

こ
っ
と
共
済
」に
加
入

し
ま
せ
ん
か

　
万
が
一
の
交
通
事
故
に
備
え

て「
東
京
都
市
町
村
民
交
通
災

害
共
済（
ち
ょ
こ
っ
と
共
済
）」

に
加
入
し
ま
せ
ん
か
。
ち
ょ
こ

っ
と
共
済
は
、
都
内
３９
全
市
町

村
が
共
同
で
実
施
す
る
共
済
制

度
で
、
会
員
が
交
通
事
故
の
け

が
に
よ
り
治
療
を
受
け
た
場
合
、

会
員
の
皆
さ
ん
が
出
し
合
っ
た

会
費
か
ら
、
見
舞
金
を
お
支
払

い
す
る
事
業
で
す
。

　
現
在
、
７
年
度
の
加
入
申
し

込
み
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

加
入
期
間
加
入
日
の
翌
日
〜
８

年
３
月
３１
日

加
入
資
格
共
済
期
間
の
開
始
日

に
市
内
に
住
民
登
録
の
あ
る
方

▼
Ａ
コ
ー
ス
＝
年
間
１
０
０
０

円
▼
Ｂ
コ
ー
ス
＝
年
間
５
０
０

円
　
※
コ
ー
ス
に
よ
っ
て
見
舞
金

の
額
が
異
な
り
ま
す
。

加
入
申
し
込
み
管
理
課（
市
役

所
５
階
）、
上
の
原
・
ひ
ば
り

が
丘
・
滝
山
の
各
連
絡
所
、
市

内
の
金
融
機
関（
ゆ
う
ち
ょ
銀

行
を
除
く
）ま
た
は
、イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
。

詳
細
は
ち
ょ

こ
っ
と
共
済

n
を
ご
確
認

く
だ
さ
い

l
同
課
管
理

調
整
担
当
☎

０４２
・
４
７
０

・
７
７
６
４

官
公
署

　
な
ど

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

入
会
説
明
会

　
「
空
い
た
時
間
を
有
効
活
用

し
た
い
」「
社
会
参
加
し
た
い
」

と
い
う
シ
ニ
ア
の
皆
さ
ん
！
ま

ず
は
お
気
軽
に
入
会
説
明
会
に

お
越
し
く
だ
さ
い
。

a
５
月
２１
日
㈬
午
後
１
時
～
４

時
の
間
で
１
時
間
程
度（
原
則

毎
月
第
３
水
曜
日
に
開
催
）

b
同
セ
ン
タ
ー（
下
里
４

−

１

−

４４
）

e
市
内
在
住
の
原
則
６０
歳
以
上

で
健
康
で
働
く
意
欲
の
あ
る
方

f
先
着
２０
人
程
度

h
年
度
会
費
２
０
０
０
円（
当

日
入
会
す
る
場
合
）、
本
人
確

認
書
類
、
筆
記
用
具

k
開
催
日
の
２
日
前
ま
で
に
申

し
込
み
を

l
同
セ
ン
タ
ー
☎
042
・
４
７
５

・
０
７
３
８

ちょこっと共済n

特定空家等の
除却等措置命令の公告

　空家等の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第
１２７号）第 ２ 条第 ２ 項に規定する特定空家等について、
その所有者等を確知することができないため、同法第
２２条第１０項の規定により、次のとおり公告します。
特定空家等の所在地
　東久留米市浅間町二丁目３６０番 ５
措置の内容
　所有者又は管理者に対し、令和 ７ 年 ５ 月２９日までに、
建築物及び附属物の除却、敷地内の雑草・立木等の伐
採および伐根、敷地内の動産や廃材・瓦礫等の撤去お
よび関係法令を遵守した適切な処分を命じます。期限
までに除却等がされない場合は、市長またはその命じ
た者もしくは委任した者が除却等をします
公告の掲示
　この公告の内容の詳細については、 5 月15日に市n
および東久留米市役所前の掲示場にお
いて掲示
l環境政策課生活環境係☎042・４７０・
７７５３

市n

東久留米消防署n

国民保護
ポータル
サイトn
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お知らせ住環境 官公署など



l施設建設課☎０４２・４７０・７７５６

　市では、昭和５６年 ５ 月３１日以前に建築された木造住宅の耐震診断
や耐震改修に要する費用の一部を助成しています（いずれも実施前
に申請をしないと助成が受けられません）。
　助成対象住宅および耐震改修の対象となる工事などの助成に関す
ることは、今号の広報紙と同時配布するチラシ「東久留米市からの
大切なお知らせです」、市nまたは施設建設課（市役所 ５階 ６番窓口）
で配布しているパンフレットをご覧ください。

■耐震診断について
助成金額＝上限 ５万円（耐震診断費用の ２分の １以内）

■耐震改修について
助成金額＝上限１００万円（耐震改修費用の 3分の １以内）

◎ 7年度からの主な変更点（耐震改修のみ）
　①�申請時に「確認申請手続きの有無」に関する確認書（様式第 2号）
の提出が必要となります。

　②申請受付期間が変更となります。
第一次受付期間 5 月30日㈮午後 ５時まで
　※先着順ではありません。
　※申し込み多数の場合、公開抽選を実施します。
第二次受付期間 6 月16日㈪午前 9時から随時（先着順）
　※�第一次受付で予算に達した場合、二次受付はあり
ません。

市n
（耐震診断助成）

市n
（耐震改修助成）

木造住宅耐震助成制度のお知らせ
7年度

　市では、「東久留米市ポイ捨て等の防止及び路上喫煙の規制に関する条
例」により、市民・事業者の皆さんとともにまちの美化活動に取り組んで
います。

ll環境政策課☎０４２・４７０・７７５３環境政策課☎０４２・４７０・７７５３

報告フォーム

　市では、各公共施設について ８年 ４ 月以降の指定管理者(法人・団体)を募集します。選定スケジュールなどの詳
細については、各施設の公募要項を参照し、期限までに応募してください。
公募要項 5 月１5日㈭から市nで取得できます　　対象施設・ 問い合わせ先下表のとおり

指定管理者を募集します

市n

スポーツセンター

中央図書館

表　対象施設
施設名 所管課（問い合わせ先） 施設名 所管課（問い合わせ先）

1 市民プラザ

生活文化課☎042・470・7738

11 南町地区センター
福祉総務課☎042・470・7749

2 西部地域センター 12 中央町地区センター
3 南部地域センター 13 さいわい福祉センター 障害福祉課☎042・470・7747
4 東部地域センター 14 子どもセンターひばり

児童青少年課☎042・470・7735
5 滝山地区センター

福祉総務課☎042・470・7749

15 けやき児童館
6 ひばりが丘地区センター 16 スポーツセンター 生涯学習課☎042・470・7784
7 大門町地区センター 17 中央図書館

図書館☎042・475・8380
8 浅間町地区センター 18 滝山図書館
9 野火止地区センター 19 ひばりが丘図書館
10 八幡町地区センター 20 東部図書館
※公募締切等の詳細については、公募要項を必ずご覧ください。

会 員 募 集
◆冨岡カラオケ教室＝a月 2回。第 2・
第 4月曜日午前 9時半～11時半b中央町
地区センターg入会金1,000円、会費月
1,500円jピアノに合わせた発声と歌の
練習を。少人数で楽しんでいます。どう
ぞlアオイ☎090・8843・1330
◆韓国語（ハングル教室）＝a毎月金曜日
午前 9 時～正午b市民プラザ（市役所 １
階）他g会費月4,500円他j入門・初級ク
ラス新設しました。見学可。講師は韓国
人女性l相田☎080・1212・8612
◆東久留米市スポーツウエルネス吹矢協
会＝a毎週金曜日午前 9時～11時10分b
スポーツセンターg入会金1,000円、会
費 １ 回２00円j日本SW吹矢協会式腹式

呼吸法による健康維持期待。年齢性別問
いません。気楽に参加下さいl土屋☎
090・3314・0902
◆NPO中国健康法普及協会＝a毎週月
曜～土曜日午前 ９時～ ９時半（雨天中止）
bあじさい公園g入会金1,000円、会費
年２,０００円j健康増進のためストレッチ、
練功十八法、中国ラジオ体操l滝島☎
090・3216・0873
◆2001年会・囲碁サークル＝a毎月 6回。
月曜・木曜日午後 １時～ ５時b東部地域
センターg会費年2,500円j60才以上の
級位者が中心です。男女20人程のサーク
ルです。あなたも始めませんかl仲田☎
042・479・4302

催 し
◆イリアンソス後援会映画上映会：Co 
daあいのうた（社会福祉法人イリアンソ
ス）＝a 5 月24日㈯b生涯学習センター

ホールg入場料1,000円j午前の部午前
10時半から。午後の部午後 1時半から。
各部、開場30分前l吉村☎042・473・
9027
◆沖縄の風、エイサーがやってくる!（東
久留米明るい社会を作る市民の会）＝
a 6 月29日㈰午後 2時半開演（ 2時開場）
b生涯学習センターホールg1 ,000円j
昇龍祭太鼓のエイサー初到来！世代を超
えて演舞の競演お楽しみにl市川☎090
・8947・8994
◆茶話会（聞こえに困っている人とサポ
ーターの会「ひよこ」）＝a 5 月28日㈬午
後 1時半～ 3時半b中央町地区センター
g無料j聞こえの困りごとを話し合いま
しょう。文字通訳するのでご安心をl武
内☎042・474・1422
◆講演会「身近な法律トラブルの“今”」

（東久留米三田会）＝a ５ 月２４日㈯午後 ２
時半開演（ ２時開場）b成美教育文化会館

１階ギャラリーg無料j弁護士川合晋太
郎、神尾真澄が身近な裁判実務の変化と
現場の裏側についてご紹介しますl中川
☎090・2496・3502
◆スクエアダンス無料体験会（東久留米
スクエアダンスクラブ）＝a 6 月 4 日㈬
・11日㈬いずれも午後 ６時半～ ８時半b
市民プラザ(市役所 １階)g無料jアメリ
カ生まれの歩くダンスで、軽快な音楽に
合わせて踊ります。是非ご参加ください
l山口☎042・476・0792
◆琴伝流大正琴和

なごみ

会創立30周年発表会
（琴伝流大正琴和会）＝a 6 月 8 日㈰▼ 1
部＝午後 1時▼ 2 部＝午後 2時25分b生
涯学習センターホールg無料j30年を振
り返り懐かしいメロディーを大正琴の演
奏でお届けしますl井部☎090・2457・
6380

市 民 伝 言 板

「ごみゼロデー」「ごみゼロデー」市内一斉清掃を実施します！市内一斉清掃を実施します！
～東久留米市を市民みんなできれいにしませんか？～～東久留米市を市民みんなできれいにしませんか？～

実施方法実施方法
① ６月 １日㈰午前 9時から任意の時間に、住んでいる場所や普段ボラン
ティア活動している地域で、各々清掃活動を行います。参加できる範囲
で自由にご参加ください。
　※�ご協力いただける方には、環境政策課・ごみ対策課窓口にてボラン
ティア袋を事前にお渡しします。また、ごみ拾い用のトングも貸出
可能です。

②ごみ収集日や分別などのごみ出しルールに基づき、ごみ
を出してください。ルールについては市nをご確認くださ
い。
　集めたごみはボランティア袋に入れ成果を写真撮影し、
報告フォームにてご報告くださ
い（任意）。活動の成果を共有し
ましょう！

家の周りで 普段の活動の場所で

成果を撮影　　　　⇒　　ごみ出し
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